
【第４弾】

　　政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐための「緊急事態

宣言」を、５月末まで延長することを決定しました。今度こそ、「自粛と

一体で補償を」の声を大きくし、実現する必要があります。日本共産党

は、医療体制のひっ迫を打開し局面を変えることと、“安心して休める

補償”を求め、第２次補正予算案をただちに編成することを求めてい

ます。同時に、当面のくらしや営業の困難を打開するために活用でき

る制度もあります。Ｑ＆Ａで紹介します。
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※ 日本共産党阪南地区委員会は新型コロナ問題に関わる支援制度を紹介しました。
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この冊子では、５月６日に『しんぶん赤旗』に掲載された 

「新型コロナ Q&A 暮らしと営業 お役立ち編」の内容を紹介しています。 

 

Ｑ １人１０万円の給付がありますが、手

続きはどうすればいいのですか？ 

Ａ １人１０万円の現金給付（特別定額給

付金）は、世論の力で実現したものです。

日本共産党など野党も要求してきました。 

給付金を受け取るには市区町村への申請

が必要です。すでに先払いで給付を始めた

自治体もありますが、多くの市区町村では

これから世帯主に申請書が郵送されてきま

す。申請書には給付対象者の氏名、合計金

額が印刷されています。振込先の口座（世

帯主名義）を記入し、口座を確認できる書

類と本人確認の書類の写しとともに市区町

村に郵送します。（マイナンバーカードを

使ったオンライン申請もあります） 

対象は２０２０年４月２７日現在、国内

に住む日本人と、国内に３カ月以上住み住

所を登録している外国人です。 

給付金は世帯主名義の銀行口座にまとめ

て振り込まれます。受け付け開始日は市区

町村が決定します。申請期間は受け付け開

始日から３カ月以内です。 

なお、給付金に対する所得税、個人住民

税は非課税です。また、差し押さえは法律

で禁止されています。 

● ＤＶ避難者も受け取れます 

ＤＶや虐待を理由に自宅から避難してい

る人は、いまいる市区町村で給付金を受け

取れます。 

まだ公的支援を受けていないが一時的に

ホテルや知人宅に避難している人、虐待や

性暴力など家に帰れない事情があり民間団

体の宿泊支援を受けている未成年者も対象

です。 

世帯主に給付金が振り込まれてしまった

後でも、給付を受けられます。 

詳しくは行政のＤＶ・虐待相談窓口や、

行政と連携している民間の支援団体に相談

してください。日本共産党の地方議員も相

談に応じます。 

● 生活保護利用の方 

     ―保護費は減額されません 

厚生労働省は４月２１日、生活保護利用

者の給付金を収入認定しないと通知しまし

た。つまり、給付金を理由に保護費が減ら

されることはありません。 

 

 
申請書の見本 市町村から届きます 

（実際に届く申請書とは若干異なる場合があります） 

「１人１０万円」給付の手続きは？ 

現金給付に関する問い合わせは総務

省コールセンター☎０３（５６３８）５

８５５（土日祝日除く午前９時～午後６

時半）または、市区町村へ 
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Ｑ 「１人１０万円」とは別に子育て世帯

に給付があると聞きましたが？ 

Ａ 子育て世帯向け臨時特別給付金です。

児童手当の受給世帯に、児童１人につき１

万円が臨時に支給されます。 

申請は不要で、対象者には、居住する市

区町村が「お知らせ」をおこないます。対

象は今年３月３１日までに生まれた児童で、

今年３月まで中学生だった児童（新高校１

年生）も含みます。所得税、個人住民税は

非課税となります。生活保護世帯にも給付

され、収入認定されません。差し押さえは

法律で禁止されています。 

 

 

Ｑ 中小業者や個人事業主を対象にした給

付金はどうなっていますか？  

Ａ 中小業者やフリーランスなど個人事業

主には「持続化給付金」が出ます。ひと月

の売り上げが前年同月比で５０％以上減少

している事業者を対象に、法人は２００万

円、個人事業者は１００万円を上限に、昨

年１年間の売り上げからの減少分を給付す

る制度です。医療法人、農業法人、ＮＰＯ

法人など会社以外の法人、フリーランスも

対象です。使途に制約はありません。申請

の流れは右の表のとおりです。 

日本共産党は(1)売り上げ要件の廃止(2)

家賃・リース代等の固定費を払える額への

増額(3)１回限りではなく３カ月単位で支

給を続ける―を提案。４月２９日の志位委

員長の質問（衆院予算委員会）で、首相は

「（事態が）長引けば、さらなる対応等も

考えなければならない」と答弁しました。 

 

 

 

Ｑ 事業者向けの融資制度はどうなってい

ますか？ 

Ａ 特別貸付・特別利子補給制度による公

的金融機関の無利子・無担保融資が受けら

れます。 

子育て世帯 

問い合わせは市区町村へ →P.6 へ 

業者などへの給付金 

持続化給付金の申請方法 

持続化給付金の申請手順 

① 持続化給付金ホームページにアクセス 

 
 持続化給付金 検索  

持続化給付金の申請用 HP 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

 ② 申請ボタンを押してメールアドレスな

どを入力 ［仮登録］ 

③ 入力したメールアドレスにメールが届

いていることを確認して[本登録]へ 

●基本情報 ●売 上 額 ●口座情報 を入力 

 法人･個人の基本

事項とご連絡先 
入力すると、申請

金額を自動計算 
【通帳の写し】を 

アップロード！ 
 

④ 必要書類を添付 
●2019 年の確定申告書類の控え 

●売上減少となった月の売上台帳の写し 

●身分証明書の写し(個人事業者の場合) 

▼ 

＝＝＝＝＝＝ 申  請 ＝＝＝＝＝＝ 

▼ 

持続化給付金事務局で申請内容を確認 
※申請に不備があった場合はメールとマイページへの通知で連絡が入ります。 

▼ 

通常 2週間程度で給付通知書を発送 

ご登録の口座に入金 

経済産業省のホームページから作成 

相談は持続化給付金事業コールセン

ター☎０１２０（１１５）５７０へ 

（５･６月は全日午前８時半～午後７時

まで、７月は日～金 午前８時半～午後

７時半・祝日除く） 

融資制度は 
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● 公的金融機関の無利子・無担保融資 

新型コロナウイルスの影響を受けて(1)

最近１カ月の売上高が前年または前々年の

同期と比較して５％以上減少(2)業歴３カ

月以上１年１カ月未満の場合でも、過去３

カ月の平均売上高が５％以上減少―などの

条件を満たせば対象になります。 

● 民間金融機関の信用保証付き融資 

中小業者が民間金融機関から融資を受け

る際には、一般保証（限度額２・８億円）

を受けられます。それに加えて、売上高の

減少率に応じてセーフティーネット４号、

５号の特別制度（同２・８億円）の利用も

可能です。別枠で危機関連保証（同２・８

億円）も利用できます。これらの融資は、

都道府県の制度融資を活用すれば、実質無

利子・無担保となるケースもあります。 

すでに受けている信用保証付きの融資も、

制度融資を活用した実質無利子融資への借

り換えが可能です。 

 

 

Ｑ 税金や公共料金の支払いも大変。何か

制度はありますか？ 

Ａ ２月からの一定期間（１カ月以上）で、

収入が前年同月比で２０％以上減少した場

合、納税が原則１年間猶予されます。担保

は不要で、延滞税は全額免除。固定資産税

などの軽減も。電気・ガス・水道など公共

料金については、３月２５日から支払い猶

予の受け付けが始まっています。 

 

 

Ｑ 会社の指示で仕事を休んだ場合の補償は？ 

Ａ 会社の指示で休業する場合、休業手当

（平均賃金の６割以上）が受け取れます。 

経営不振による「整理解雇」も、４要件

(1)必要性(2)解雇回避の努力(3)人選の合理

性(4)説明・協議 に照らして妥当性が問わ

れます。 

有期雇用の中途解雇は、やむを得ない理

由がない限り認められず、通常の解雇より

も厳しく判断されます。 

なお、会社には休業手当に対する助成金

制度（雇用調整助成金）がありますが、抜

本的な拡充が必要です。日本共産党は「コ

ロナ特例」をつくって(1)事前審査でなく事

後審査に(2)休業手当の支払い前に給付が

受けられるようにする(3)現在の上限１日

８３３０円（月約１６万円）ではなく賃金

の８割、上限月３０万円を補償する―に抜

本的に改めることを求めています。 

 

 

Ｑ 休校に伴う休業補償はどうなっていま

すか？ 

Ａ 休校に対応して(1)従業員（アルバイト

等を含む）(2)業務委託契約で仕事をする個

人―に対する厚労省の補償制度があります。 

小学校だけでなくフリースクールの休校、

保育園や学童などの登園自粛要請、休校で

なくても子どもの風邪症状や濃厚接触など

のために仕事を休んだ保護者も対象になり

ます。親だけでなく祖父母なども対象です。 

子どもの基礎疾患のために仕事を休んだ

場合も含まれます。対象期間は２月２７日

～６月３０日。 

問い合わせは、中小企業金融・給付金

相談窓口☎０５７０（７８）３１８３へ 

税金などは 

問い合わせは、 

税務署、市区町村、各事業者へ 

指示され休業 補償は？ 

問い合わせは特別労働相談窓口（都道

府県労働局）へ →P.6 へ 

休校に伴う休業には？ 
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● 従業員の場合 

助成金が事業主に支給されます。その助

成金を使って事業主が年休とは別に全額支

給の有給休暇制度を新設。従業員はそれを

利用する形です。制度がなければ要求しま

しょう。助成額の上限は１日８３３０円。 

● 個人の場合 

本人が申請書や添付書類（住民票、業務

委託契約の証明など）を「受付センター」

に郵送します。支援額はわずか１日４１０

０円。業務委託ではない自営業者は対象外

です。 

いずれも抜本的改善が求められます。 

 

 

 

Ｑ 生活や学費で困ったときに、利用でき

る制度は？  

Ａ 次のような制度があります。 

● 生活福祉資金 

緊急小口資金と総合支援資金があります。

従来の「低所得世帯等に限定」を緩和し、

収入の減少があれば、休業や失業状態でな

くても適用の対象に。自営業者や個人事業

主、アルバイトでも可能です。両方で最大

８０万円まで借りられます。返済時に住民

税非課税世帯以下の場合は返還免除となり

ます。 

 

 

● 住居確保給付金 

家賃が３カ月支給されます（上限あり）。

「特別な事情」がある場合、最長９カ月ま

で支給延長。離職・廃業をしていなくても、

収入減少によって住居を失う恐れのある人

も対象です。 

自宅外で親から支援を受けず、アルバイ

トなどで生活をしている学生も対象になり

ます。 

 

● 生活保護 

厚労省は事務連絡で、「生活保護の要否

判定に直接必要な情報のみ聴取」し、「速

やかな保護決定」を求めました。 

自動車保有などの弾力運用も求めていま

す。 

 

● 学費などの支援 

大学、短大、高専、専門学校生につい

て、文科省は、新型コロナの影響で家計が

急変した学生への支援についての事務連絡

を出しています。それによると、４人世帯

で年収が３８０万円以下の世帯の学生に、

授業料・入学金の減免と給付型奨学金を支

給するとしています。 

各大学などでは、学生のネット署名など

の取り組みもあり、直接支給を実施してい

るところもあります。 

 

 

問い合わせは厚労省コールセンター

☎０１２０（６０）３９９９へ 

生活・学費に困ったら 

問い合わせは 

市区町村の社会福祉協議会へ →P.6 

問い合わせは市区町村へ →P.6 へ 

問い合わせは市区町村へ →P.6 へ 

問い合わせは、 

各学校の学生課、奨学金窓口へ 
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Ｑ 医療で困ったとき、どんな制度があり

ますか？ 

Ａ 次のような制度が利用できます。 

● 国民健康保険料（税）の免除 

政府は「緊急経済対策」で市区町村に国

民健康保険料（税）の「免除等」を行うよ

う求め、その場合の保険料収入の減少分は、

国が全額手当てすることを決めました。 

「免除等」の対象は、主たる生計維持者

の収入が前年比で３割以上減った世帯で

す。（前年の合計所得が１千万円超の場合

などは除外） 

● 資格証明書 

国民健康保険料（税）の資格証明書（窓

口で全額負担が必要）についても、新型コ

ロナに関わる検査・治療については保険証

と同じ扱いにするよう厚生労働省が通知を

出しました。 

● 国民健康保険でも傷病手当金 

新型コロナ患者となった国保加入者に傷

病手当金を支給することができます。財源

は国が負担。また、自治体の裁量で対象を

自営業やフリーランスに広げることも可能

だと政府は表明しています。 

 

 

大阪府の独自措置 

 

● 要  件 

2020 年３月３１日以前に開業し、営業実

態のある中小企業・個人事業主で、下記の

（１）から（３）すべて満たすこと。 

(1) 大阪府内に主たる事業所を有しているこ

と。 中小企業：本社が大阪府内にあること。

個人事業主：事業所が大阪府内にあること。 

(2) 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受

け、2020 年４月２１日から５月６日まで

の全ての期間において、支援金の対象とな

る施設を全面的に休業する、当該施設の運

営事業者であること。（食事提供施設の運

営事業者は、営業時間を午前５時から午後

８時までの間へと短縮する等の協力を行

った場合のみ） 

(3) ２０２０年４月の売上が前年同月対比で、

５０％以上減少していること。 

● 支 給 額 

中小企業：100 万円 個人事業主：50 万円 

 

 

※ 現在、大阪府は休業要請外の中小企業への家賃

等の固定費の支援も新たに検討しています。 

医療に困ったら 

問い合わせは市区町村へ →P.6 へ 

「休業要請支援金」 申請の主な流れ 
① Web ページで申請者情報を入力 

受付番号の発行(メールでも通知) 

▼ 
② 申請書類の作成 
1) 休業要請支援金「申請書」(様式 1)をダウンロ

ードして印刷 
2) 「申請要件確認書」(様式 2)と「誓約書」(様式

3)の書類様式を印刷 
3) 必要な書類を添付 確定申告書の写し/2020年

4 月の売上げを示す帳簿の写し/施設の写真/本

人確認(免許証の写しなど)/営業許可証の写し

(該当業種のみ)/賃貸借契約書の写し/振り込

み口座通帳の写しなど 

▼ 

審  査 

▼ 

給付金の支給 

 

相談は休業要請支援金相談コールセンター 

【電 話】０６－６２１０－９５２５ 

【ＦＡＸ】０６－６２１０－９５０４ 

午前10時～午後5時まで（日曜日を除く） 
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● 給付金･措置･制度に関するもの 

１０万円給付金について 

総務省コールセンター ··············· 03-5638-5855 

持続化給付金について 

持続化給付金コールセンター ···· 0120-115-570 

融資制度について 

中小企業金融給付金相談窓口 ···· 0570-78-3183 

休校に伴う補償について 

厚労省コールセンター ··············· 0120-60-3999 

特別労働相談窓口 

大阪労働局 総合労働相談センター ······ 0120-939-009 

● 大阪府 

新型コロナ感染症について 

新型コロナ受診相談センター ···· 06-7166-9911 

府民向け相談窓口 ······················· 06-6944-8197 

保健所 

和泉保健所 ······························· 0725-41-1342 

岸和田保健所 ······························· 072-422-5681 

泉佐野保健所 ······························· 072-462-7701 

大阪府｢休業要請支援金｣について 

相談コールセンター ··················· 06-6210-9525 

● 市役所･町役場 
和泉市役所 ······························· 0725-41-1551 

高石市役所 ······························· 072-265-1001 

泉大津市役所 ······························· 0725-44-7491 

忠岡町役場 ······························· 0725-22-1122 

岸和田市役所 ······························· 072-423-2121 

貝塚市役所 ······························· 072-423-2151 

泉佐野市役所 ······························· 072-463-1212 

熊取町役場 ······························· 072-452-1001 

田尻町役場 ······························· 072-466-1000 

泉南市役所 ······························· 072-483-0001 

阪南市役所 ······························· 072-471-5678 

岬 町 役 場 ······························· 072-492-2001 

● 市町村社会福祉協議会(社協) 

和泉市社会福祉協議会 ··········· 0725-43-7513 

高石市社会福祉協議会 ··········· 072-261-3656 

泉大津市社会福祉協議会 ··········· 0725-23-1393 

忠岡町社会福祉協議会 ··········· 0725-31-1666 

岸和田市社会福祉協議会 ··········· 072-437-8854 

貝塚市社会福祉協議会 ··········· 072-429-0294 

泉佐野市社会福祉協議会 ··········· 072-646-2259 

熊取町社会福祉協議会 ··········· 072-452-6001 

田尻町社会福祉協議会 ··········· 072-466-5015 

泉南市社会福祉協議会 ··········· 072-482-1027 

阪南市社会福祉協議会 ··········· 072-472-3333 

岬町社会福祉協議会 ··········· 072-492-0633 

 

● 民主商工会(営業に関する相談) 

和泉高石民主商工会 ··············· 0725-43-5893 

泉大津忠岡民主商工会 ··············· 0725-21-3680 

岸 和 田 民 主 商 工 会 ··············· 072-445-3045 

貝 塚 民 主 商 工 会 ··············· 072-446-5683 

泉 佐 野 民 主 商 工 会 ··············· 072-463-5801 

泉 南 民 主 商 工 会 ··············· 072-483-5640 

● 労働組合(労働相談) 

大阪労連阪南地区協議会 ··········· 072-438-1340 

● 農業関係の相談 

農民連阪南支部協議会 ············· 090-3279-6856 

● 生活と健康を守る会(生活に関する相談) 

泉大津生活と健康を守る会 ······· 0725-32-3071 

(午前中のみ) 

岸和田生活と健康を守る会 ······· 072-432-3240 

貝塚生活と健康を守る会 ······· 072-430-0078 

(月･水~金の12:00~16:00のみ) 

泉南地域生活と健康を守る会 ····· 090-2709-3801 

● 法律関係の相談 

阪南合同法律事務所 ··················· 072-438-7734 

新川司法書士事務所 ··················· 072-444-9931 

連絡先一覧 (公的機関･相談窓口) 

連絡先一覧 (労働組合･各種団体) 




